
印
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
十
七
雀
第

二
號

昭
和
六
十
三
年
十
二
月

雑
学
事
件
と
近
世
仏
教

の
性
格

石

川

力

山

現
代
の
日
本
仏
教

の
存
立
基
盤
を
考
え
る
時
、
そ
の
社
会
史
的
経
済

史
的
淵
源
を
辿
れ
ぽ
、
当
然
近
世
仏
教

の
性
格
に
ぶ
つ
か
る
。
し
か
し

ご
の
近
世
仏
教
の
性
格
と
想
定
さ
れ
る
諸
要
素
も
、
た
と
え
ば
幕
藩
体

制
下
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
檀
家
制
度
や
本
末
支
配
等
は
、
す
で
に
そ

の
前
段
階
で
萌
芽
も
し
く
は
か
な
り
組
織
的
に
整
備
さ
れ
つ
つ
あ

っ
た

こ
と
は
周
知

の
如
く
で
あ
る
。
仏
教

々
団
支
配
の
た
め
に
幕
府
が
次
々

に
発
し
た
法
度
類
に
関
し
て
も
、
後
で
も
触
れ
る
が
、
た
と
え
ば
禅
宗

関
係
の
法
度
に
限

っ
て
言
え
ば
、
必
ず
し
も
独
創
的
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
。

こ
う
し
た
事
実
は
、
必
ず
し
も
教
団
史
や
制
度
史
の
問
題
に
限

っ
た
事
象
で
は
な
く
、
教
義

・
教
理

の
面
で
も
同
様
の
推
移
が
あ

っ
た

こ
と
を
予
測
せ
し
め
る
。
幕
府
は
各
仏
教
々
団
に
対
し
て
学
問
を
奨
励

し
た
た
め
、
近
世
教
学
は
飛
躍
的
展
開
を
遂
げ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
そ

れ
は
果
し
て
一
方
的
な
理
由
に
促
さ
れ
た
結
果
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ

の
よ
う
に
考
え
て
く
る
な
ら
、
近
世
仏
教
と
し
て
特
筆
さ
れ
る
種
々
の

性
格
も
、

実
は
中
世
仏
教
の
発
展
的
帰
結
に
外
な
ら
な
い
の
で
は
な
い

か
と
い
う
推
測
も
可
能
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
中
世
仏
教

・
近
世
仏
教

と
い
っ
て
も
、
歴
史

の
推
移
、
特
に
宗
教
史
の
問
題
に
関
し
て
は
、
裁

然
と
し
た
画
期
を
想
定
す
る
こ
と
の
困
難
さ
、

ま
た
は
あ
る
種
の
無
意

味
さ
は
誰
し
も
感
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
ら
、
近
世
仏
教
を
中
世
仏

教
か
ら
切
り
離
し
て
論
ず
る
よ
う
な
こ
と
は
誰
も
す
ま
い
。
し
か
し
、

た
と
え
ば
近
世
の
部
落
差
別

の
強
化

に
機
能
し
た
寺
院

の
役
割
に
つ
い

て
論
じ
ら
れ
る
場
合
に
は
ぎ
ま

っ
て
、
「近
世
幕
藩
体
制
下
に
お

け

る

仏
教
」
と
い
う
視
点
を
越
え
る
こ
と
の
で
き
な

い
現
在

の
認
識
、
さ
ら

に
部
落
差
別
の
固
定
化

に
機
能
し
た
最
悪
の
仏
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
さ

れ
る

「宿
業
」
の
問
題
に
関
し
て
も
、
「
近
世
幕
藩
体
制
下
で
ね
じ
ま
げ

ら
れ
た
教
学
」
と
い
う
説
明
を
出
な
い
近
世
仏
教
に
対
す
る
認
識
は
、

や
は
り
根
強
い
も
の
が
あ
り
、
中
世
仏
教
と
の
比
較
に
お
い
て
、
発
展

的
継
承
と
見
ら
れ
る
諸
要
素
と
、
近
世
仏
教
が
決
定
的
に
異
な
る
方
向

に
進
ん
だ
側
面
と
は
、
近

世

仏

教

(そ
れ
は
近
代
以
降
の
仏
教
と
も
同
根

の
部
分
を
持
つ
)
の
総
合
的
理
解

の
た

め
に
も
、
あ
る
程
度
認
識
し
て

お
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
程
度
と
い
っ
た
の
は
、
問

題
の
取
り
上
げ
方

に
よ

っ
て
は
そ
の
評
価
に
か
な
り
の
振
幅
が
あ
る
と
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思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
を
考
え
て
み
た
の
は
、
筆
者
が
今
整
理
を
進
め
て
い

る
中
世
曹
洞
宗
に
特
有
の
、
広
く
展
開
し
た
膨
大
な
量
の
抄
物
資
料
(所

謂
、
洞
門
抄
物
)

の
世
界
が
、
近
世
に
は
い
っ
て

二
挙
に
失
わ
れ
る
に

至
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
い
か
に
理
解
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う

課
題
に
逢
着
し
た
た
め
で
あ
る
。
洞
門
抄
物
に
つ
い
て
こ
こ
で
詳
し
く

論
じ
解
説

し
て
い
る
紙
幅
は
な

い
が
、

お
よ
そ
中
世
の
曹
洞
禅
僧
で
あ

る
な
ら
誰
も
が
、
出
家
得
度
か
ら
参
禅
修
行

・
嗣
法
伝
授

・
建
法
憧

・

在
家
化
導

・
江
湖
授
戒
会

・
葬
送
供
養
等
の
、
出
家
者
と
し
て
の
行
動

や
活
動
の
折
々
に
必
ず
携
帯
し
ま
た
師
か
ら
伝
授
さ
れ
た
は
ず
の
、
修

行
の
た
め

の
テ
キ
ス
ト
、
礒
礼
指
南
書
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

曹
洞
禅
僧

の
活
動
の
源
泉
と
も
い
い
得
る
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
の

文
献
史
料
が
近
世
初
期
以
降
、
あ
る
も

の
は
直
接
否
定
さ
れ
、
ま
た
あ

る
種
の
も

の
は
漸
次
宗
史
の
表
面
か
ら
姿
を
消
す
に
至
る
。
そ
の
中
に

は
た
と
え
ば
切
紙
資
料
の
よ
う
に
、
諸
種
の
儀
礼
の
指
南
書
と
し
て
、

末
端
部
分

で
は
依
然
と
し
て
伝
授
さ
れ
続
け
た
も
の
も
あ
り
、
ま
た
中

世
曹
洞
宗

に
お
け
る
公
案
参
得

の
禅
の
実
態
を
伝
え
る
門
参
資
料
も
、

門
派
に
よ

っ
て
は
江
戸
期

に
は
い
っ
て
も
実
際
に
用
い
ら
れ
た
形
跡
も

あ
る
が
、

近
世
宗
学
の
表
面
か
ら
は
姿
を
消
す
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て

表
題
に
示
し
た

「雑
学
事
件
」
は
、
こ
れ
ら
中
世
抄
物
資
料

の
後
退
を

促
進
す
る
象
徴
的
出
来
事
で
あ

っ
た
と
い
う
作
業
仮
説
を
筆
者
は
持

っ

て
お
り
、

そ
れ
は
ま
た
仏
教
史
の
上
か
ら
見
て
も
、
近
世
仏
教
に
通
底

す
る
性
格
を
も
提
示
し
て
く
れ
る
事
件
で
あ
る
と

い
う
捉
え
方
も
で
き

る
。
以
下
、
近
世
仏
教

の
把
捉
と
い
う
課
題
を
踏

ま
え
つ
つ
、
雑
学
事

件
な
る
も
の
の
推
移
と
、
そ
の
歴
史
的
位
置
付
け

を
中
心
に
論
じ
て
み

た
い
。

「
雑
学
事
件
」
に

つ
い
て

雑
学
事
件
と
は
、

二
名

「代
語
講
録
事
件
」
と
も
呼
ば
れ
、
曹
洞
宗

史
の
中
で
は
珍
ら
し
く
宗
旨
に
違
背
し
た
と
し
て
、
宗
門
損
罰
に
処
せ

ら
れ
た
事
件
で
、
慶
安
二
年

(
一
六
四
九
)
と
承
応

二
年

(
一
六
五
三
)

の
二
度
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
に
つ
い
て

は
、

読
物
致
シ
積
罰
僧
之
覚

青
松
寺
牛
昌

青
松
寺
温
提

吉
祥
寺
永
訓

広
岳
院
宋
恩

(
一
本
息
)

大
宗
寺
純
智

同
所
殊
連

同
所
謂
川

賀
州
宗
江
寺

(
一本
院
)
徐
朔

青
(
一本
清
)
岩
寺
不
閑

万
松
院
瑞
秀

右
拾
人
之
僧
壁
書
之
表
を
背
、
当
夏
青
松
寺
曹
源
寺
長
谷
寺
於
聚
会
雑
学

を
専
に
す
、
依
之
三
ケ
寺
の
ひ
ん
ひ
や
う
を
以
、
永
ク
令
蟹
罰
者
也
、
此

徒
党
諸
山
諸
寺
院
に
お
ゐ
て
不
可
許
容
旨
可
任
御
朱
印
之
表
、
#
江
湖
雲

水
参
会
せ
し
む
る
に
お
ゐ
て
ハ
、
可
為
同
罰
者
也
、
傍
執
達
如
件
、

総
寧
寺
英
俊

慶
安
弐
己
丑
七
月
十
二
日

大
中
寺
門
解

龍
穏
寺
嶺
樹

(『興
聖
寺
文
書
』
一
、
二
三
頁
)

雑
学
事
件
と
近
世
仏
教
の
性
格

(石

川
)
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雑
学
事
件
ど
近
世
仏
教
の
性
格

(石

川
)

と
あ
り
、
江
戸
府
内
を
中
心
と
す
る
十
ケ
寺
の
僧
が
損
斥
追
放
処
分
に

な

っ
た
事
件
で
あ
り
、
後
者
は
、
覧

擬
罰

一
、
宇
治
興
聖
寺
万
安

美
濃
全
久
院
鉄
心

江
戸
太
宗
寺
雲
龍

江
戸

長
渕
寺
閑
尊

江
戸
広
岳
院
渕
札

江
戸
天
徳
院
徹
源

江
戸
賢
宗

寺
文
芸

江
戸
湖
雲
寺
虎
道

江
戸
正
休
寺
牛
恕

江
戸
海
蔵
寺
洞

雲

江
戸
鳳
林
寺
徹
鯨

館
林
盛
巌
寺
、
館
林
春
昌
寺
、
小
金
広
徳
寺
、
宇
都
宮
栄
林
寺
、
宇
都
宮

祥
雲
寺
、
笠
間
盛
巌
院
、
白
岡
興
禅
寺
、
古
河
永
井
寺
、
千
本
長
安
寺
、

江
戸
仏
性
寺
、
相
州
東
聖
院
、
丹
州
瑞
巌
寺
、
江
州
徳
生
寺
、
上
州
曹
源

寺
、
摂
州
大
広
寺
、
信
州
東
光
寺
、
相
州
海
翁
院
、
信
州
金
鐘
寺
、
信
州

長
谷
寺
、
信
州
真
高
寺
、
城
州
海
蔵
寺
、
城
州
東
雲
寺

右
雑
学
之
師
学
等
、
乱
曹
洞
之
宗
規
、
我
心
自
在
而
建
立
新
宗
、
誼
諄
間

閻
、
加
之
慶
安
元
子
歳
出
所
違
背
五
箇
条
壁
書
、
依
之
其
徒
党
令
積
出
之

畢
、
於
諸
山
不
可
許
容
勿
論
、
叢
林
排
徊
師
学
、
須
輿
参
会
於
有
之
者
、

可
為
同
罪
者
也
、
傍
状
如
件
、

総
寧
寺
松
頓

(黒
印
)

龍
穏
寺
御
州

(黒
印
)

承
応
二
癸巳
十

万

日

大
中
寺
門
解

(黒
印
)

可
睡
斎

総
持
寺

龍
雲
寺

永
平
寺
英
峻

(黒
印
)

(『曹
洞
宗
古
文
書
』
下
、
七
〇
七
-
八
頁
)

と
い
う
通
達
が
末
派
寺
院
に
出
さ
れ
、

こ
の
時
も
江
戸
府
内
の
寺
院
が

中
心
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
対
象
寺
院
を
拡
大
し
て
全
国
的
規
模

で
三
十

三
ケ
寺

の
僧
が
濱
斥
処
分
を
受
け
た
。
こ
の
処
分
が
か
な
り
徹
底
し
て

行
わ
れ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
さ
ら
に
明

暦

二
年

(
一
六
五
六
)
三
月
付

で
、
「
今
度
御
追
放
之
寺
院
住
持
等
者
不
及
申
、

其
衆
寮
在
之
学

者

許

容
有
之
間
敷
事
、

云
云
」
と
い
う
、
濱
罰
者
不
許
容
に
関
す
る
諭
達
が

総
寧
寺
松
頓

・
龍
稔
寺
御
州
の
連
署
で
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て

知
ら
れ

(『洞
門
政
要
』
七
八
〇
頁
)
、
後
の
記
録

で
あ
る
が
、
録
所
方

と

の
対
立
か
ら
呪
咀
調
伏
や
剣
難
毒
薬
の
沙
汰
も
出
来
し
た
と
さ
れ
(『
宗

統
復
古
志
』)
、
ま
た
寺
内
追
放
と
な
っ
た
た
め

に
無
住
寺
院
と
な
り
、

や
が
て
他
派

(妙
心
寺
派
)
に
転
じ
た
寺
院
も
あ

っ
た

(『八
日
市
市
史
』

第
三
巻
、
竹
貫
元
勝
稿
、
第
八
章
第
五
節
禅
宗
寺
院
の
展
開
)
。
こ
の
種

の
事

件
は
そ

の
後
江
戸
期
を
通
じ
て
惹
起
さ
れ
た
形
跡
が
な
く
、
そ

の
意
味

で
は
そ

の
後

の
宗
門
史
を
大
き
く
方
向
付
け
る
出
来
事
で
あ

っ
た
と
言

え
る
。
さ
ら
に
慶
安
二
年

の
憤
斥
で
は
、
損
罰
僧
側
か
ら
訴
訟
が
起
こ

さ
れ
、
僧
録
方
は
法
度
を
楯
に
し
て
幕
府
権
力

の
介
入
に
よ

っ
て
決
着

を
図
ろ
う
と

し
た

(『興
聖
寺
文
書
』

一
、
「録
学

口
論
之
事
」
二
〇
-
三
三

頁
)
。
こ
う
し
た
法
度
違
反
を
理
由
に
僧
籍
を
剥
奪
さ
れ
た
事

件

と

し

て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
寛
永
四
年

(
一
六
二
七
)

の
紫
衣
事
件

で
あ

る

が
、
事
件
の
性
質
は
別
に
し
て
雑
学
事
件
が
こ
れ
と
決
定
的
に
異
な
る

点
は
、
そ
の
対
応
に
は
関
三
刹
の
僧
録
お
よ
び
本
山
が
当
り
、
寺
社
奉

行
側
は
常
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
の
出
席
に
と
ど
ま

っ
て

い

た

点

-248-



で
、
濱
罰

の
決
定
は
教
団
内
で
つ
け
ら
れ
た
形
と
な

っ
て
い
る
。
た
だ

し
僧
録
方

の
背
景
に
は
常

に
寺
社
奉
行

の
権
威
が
控
え
て
お
り
、
諄
論

の
推
移
も
理
と
し
て
は
訴
訟
方
が
筋
が
通

っ
て
塾
た
が

(こ
の
点
も
紫

衣
事
件
に
共
通
す
る
)
、
本
寺
に
敵
対
し
法
度

を
罵
し

っ
た
と
い
う
罪
状

に
摩
り
替
え
ら
れ
、
事
件
は
決
着
し
た
。

こ
の
よ
う
な
決
着

の
仕
方
は

幕
府
側
に
と

っ
て
極
め
て
好
都
合
な
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
り
僧
録
支
配

は
益

々
強
団
な
も
の
に
な
り
、
ま
た
本
末
支
配
も
よ
り
徹
底
さ
れ
る
こ

と
に
な

っ
た
。

以
上
が
雑
学
事
件
の
概
要
で
あ
る
が
、

こ
の
事
件
を
め
ぐ

っ
て
種

々

の
問
題
、

疑
問
が
起
る
。
ま
ず
第

一
に
は
、
そ
も
そ
も
こ
の

「
雑
学
」

と
は
い
か
な
る
内
容
の
学
を
指
し
て
言

っ
た
も
の
か
、
さ
ら
に
こ
れ
を

判
断
し
た
機
関
は
ど
こ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
慶
安
二
年

の
覚

に

は
、
雑
学
と
判
断
さ
れ
た
書
物
の

一
覧
が
掲
載
し
て
あ
り
、
そ
れ
は
次

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

慶
安
弐
丑
ノ
夏
江
湖
に
て
読
物
之
事

曹
源
寺
江
湖
に
て
一
、
禅
礒
外
文

純
智
、
同
所
一
、
大
渕
代

同
人
、
同

所

一
、
四
部
録

謂
川
、
同
所
一
、
真
歓
拮

古

同
人
、
同
所
一
、
大
渕

代

徐
朔
、
同
所
一
、
江
湖
集

殊
連
、
同
所
一
、
龍
州
代

同
人
、

青
松
寺
江
湖
二
而
一
、
無
門
関

温
提
、
伺
所
一
、
観
音
繊
法

同
人
、
同

所
一
、
大
渕
代

同
人
、
同
所
一
、
江
湖
集

牛

昌
、
同
所

一
、
乾
国
代

同
人
、

長
谷
寺
江
湖
二
て
一
、
禅
林
類
聚

宋
恩
、
同
所
暢
、
六
祖
壇
経

同
人
、

同
所
一
、
、五
家
正
宗

同
人
、
同
所
一
、
恩
朔
法
門

同
人
、
同
所
二
、江

湖
集

永
訓
、

(『興
聖
寺
文
書
一
、
二
二
頁
)

雑
学
と
判
断
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
典
籍
は
、
『大
淵
代
』
・
『龍
州
代
』
.

『乾
国
代
』
お
よ
び

『
無
門
関
』
・
『
禅
林
類
聚
』
等
の
よ
う
に
、
中
世

の
曹
洞
宗
に
お
け
る
公
案
禅

の
盛
行
を
継
承
す

る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の

共
通
性
を
有
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
他
は
殆
ん
ど
雑
学
と
判
断
さ
れ
る

共
通
点
を
見
出
し
得
な
い
も
の
ぼ
か
り
で
あ
る

(中
山
成
二

「代
語
講
録

事
件
考
」
『曹
洞
宗
研
究
員
研
究
生
研
究
経
要
』
十

一
号
)
。
こ
れ
ら
を
雑
学

と
判
断
し
た
機
関
は
、
諭
達
等
か
ら
見
て
も
当
然
差
し
出
し
人
の
僧
録

や
本
山
と
い
う
こ
と
に
あ

る
が
、
永
平
寺

英

峻

(
-
一六
七
四
)
に
は

『
高
国
代
』

『
高
国
代
抄
』
と
い
っ
た
同
様
の
門
参
関
係
資
料

の
著
が

あ
り
、
龍
穏
寺
御
州

(
-
一六
六
四
)
に
も
多
く

の
門
参
資
料

が

伝

え

ら
れ
て
い
る

(永
平
寺
所
蔵

『仏
家
之
大
夏
』
等
)
。
こ
れ
と
同
様

の
典
籍

を
雑
学
と
し
て
排
す
る
こ
と
は
、
自
ら
の
立
場
も
否
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
危
惧
を
も
孕
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
典
籍

は
、
内
容
そ
の
も
の
が
否
定
さ
れ
た
の
で
は

な

く
、
「江
湖
会
中
に
寮

内
で
読
ま
れ
た
の
で
排
斥
さ
れ
た
傾
向
が
あ
り
、
通
常
に
お
け
る
講
読

を
制
限
し
た
の
で
は
な
い
」
(『永
平
寺
史
』
巻
下
、
吉
田
道
興
稿
、
第
六
章

第
二
節
、
万
安
英
種
と
雑
学
事
件
)
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
内
容
の
問

題

は
依
然
と
し
て
残
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
排
斥

の
理
由
は
典
籍
に
あ

っ

た
の
で
は
な
く
、
用
い
方
に
問
題
が
あ

っ
た
が
、
さ
ら
に
僧
録
方
と
按
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罰
さ
れ
る
側
と
の
問
に
は
宗
議
論
を
越
え
た
統
制
上
の
問
題
を
含
ん
で

い
た
乏
す

る
見
方
も
あ
る

(前
掲
中
山
成
二
稿
)
。す
な
わ
ち
、
承
応
の
濱

斥
に
名
が
見
え
る
宇
治
興
聖
寺
の
万
安
英
種

(
二
五
九
一
-
一六
五
四
)
.

美
濃
全
久
院
の
鉄
心
道
印

(
一
五
九
三
2

一
六
入
〇
)
を

筆
頭
と
し
て
そ

の
影
響
下

に
あ

っ
た
者
達
を
、
な
ん
ら
か
の
理
由
に
よ
り
排
斥
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由

と
し
て
は
、
た
と
え
ば
万
安
は
慶
安
二
年

(
一
六
四
九
)
淀
城

主
永

井

氏
の
外
護

に
よ
り
宇
治

の
地
に
道
元
初
開
の
道
場
で
あ
る
興
聖
寺
を
再

興
す
る
が
、
本
寺
帰
属
問
題
は
そ
の
後
永
く
尾
を
引
き
、
永
平
寺
よ
り

離
末
の
主
張
も
な
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
永
平
寺
に
と

っ
て
万
安
は
、

本
末
支
配

に
抗
す
る
存
在
と
し
て
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
印
象
を
与
え

た
と
も
解

さ
れ
る
。

ま
た
、
憤
斥
さ
れ
た
諸
師
の
中
に
は
、
鈴
木
正
三

(
一
五
七
九
-
一
六

五
五
)
と
極
め
て
近
い
関
係
に
あ

っ
た
者
も
多
い
が
、

一
説

に
は
正

三

は
万
安
の
資
と
も
さ
れ
、

こ
の
こ
と
も
憤
斥
連
座
の
原
因
と
な

っ
た
可

能
性
が
強

い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
雑
学
な
る
も
の
の
基
準
と
い
い
、

積
斥
連
座

の
状
況
と
い
い
、
さ
ら
に
最
終
的
な
濱
斥

の
理
由
が
僧
録
方

・
本
山
に
対
す
る
不
服
従
と
さ
れ
る
点
な
ど
、
不
明
瞭
な
部
分
が
多
す

ぎ
る
事
件

で
、
そ
の
背
後

に
見
え
隠
れ
す
る
権
威
の
確
立
や
支
配

の
徹

底
の
意
志
が
、
擁
罰
と
い
う
最
悪
の
結
果
を
導
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
の
理
由
と
さ
れ
た
雑
学
と
い
う
判
断
が
、
あ
る
意
味
で
は
近
世
江
戸

宗
学
の
性
格
を
決
定
的
に
方
向
付
け
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
次

に
ご

の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

雑
学

の
内
容
と
代
語
禅

雑
学
事
件
に
連
座
し
た
者
の
多
く
が
、
万
安
英
種

・
鉄
心
道
印

・
鈴

木
正
三
等
の
影
響
下
に
あ

っ
た
僧
達
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が

(前
掲
中
山
成
二
稿
)
、
こ
の
問
題
と
雑
学
と
判
断
さ
れ
た
典
籍
の
内

容

と
の
因
果
関
係
が
は

っ
き
り
し
な
い
こ
と
も
す

で
に
述
べ
た
通
り
で
あ

る
。
典
籍
そ
の
も
の
に
問
題
は
な
く
用
い
方
に
あ
る
と
さ
れ
た
り
、
江

湖
会
と
い
う
限
定
付
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
り
す

る
が
、
慶
安
二
年
の
損

罰
の
際
の
読
物

の
リ
ス
ト
に
、
『
大
淵
代
』
・
『
江
湖
集
』
が
そ
れ

ぞ

れ

三
回
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
や
は
り
典
籍
そ
の
も
の
に
問
題

が
あ

っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
『
江

湖

集
』
等
の
問
題
は
ま
た
別

に
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

こ
こ
で
や
は
り
最
初
の
印
象
に
立
ち

も
ど

っ
て
、
門
参

・
代
語
の
禅
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る

『
大
淵
代
』
・
『
龍

州
代
』
・
『
乾
国
代
』
等

に
共
通
す
る
問
題
、
す

な
わ
ち
中
世
以
来
の
公

案
参
得
の
禅

に
向
け
ら
れ
た
批
判
と
い
う
視
点

は
再
検
討
の
必
要
が
充

分
に
あ
る
。
代

・
代
抄

・
再
吟

の
類

の
テ
キ
ス
ト
は
、
雑
学
事
件
の
後

も
多
く
開
版
さ
れ
て
い
る
事
実
が
あ
り
、

こ
れ

に
よ

っ
て
も
典
籍
そ
の

も

の
が
排
斥
さ
れ
た
の
で
は
な
か

っ
た
と
い
う
論
も
充
分

成

り

立

つ

が
、
江
戸
初
期
の
一
時
期
を
除
い
て
、
こ
の
種

の
開
版
は
中

・
後
期
を

通
じ
て
全
く
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
は
よ
り
重
要
で
あ
る
。
雑

学
事
件
を

「
代
語
講
録
ノ
議
論
」

(『宗
統
復
古
志
』)
と
呼
ん
だ
例
も
あ
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り
、
さ
ら

に
慶
安
二
年

の
損
罰
僧
か
ら
出
さ
れ
た
訴
状
に
、

一
、
僧
録
衆
去
年
之
壁
書
に
て
、
雑
学
法
度
之
書
出
シ
御
座
候
、
然
に
此

度
存
之
外
前
代
よ
り
ま
な
ひ
来
候
諸
録
経
巻
を
法
度
之
雑
学
と
被
申
候
、

仏
祖
之
言
句
を
学
文
不
仕
候
者
、
自
今
以
後

ハ
法
間
代
も
す
た
り
、
修
行

学
道
難
成
奉
存
候
、
(中
略
)

一
、
い
に
し
へ
よ
り
、
曹
洞
宗
学
文
お
こ
た
ら
す
仕
来
ル
せ
う
こ
、
#
不

知
不
学
に
て
代
法
問
不
罷
成
せ
う
こ
共
、
道
元
和
尚
此
か
た
日
本
の
例
を

引
て
、
別
紙
二
申
上
候
、
被
入
御
披
見

二
可
被
下
候
、
彼
法
門
代
と
申

候
も
、
皆
内
典
外
典
の
書
よ
り
出
た
る
言
句
に
て
御
座
候
事
、

(『興
聖
寺
文
書
』
一
、
二
四
頁
)

と
あ
り
、
明
ら
か
に

「
代
法
問
」
「法
間
代
」
の
禅

の
正
統
性
を

主

張

し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
事
件

の
頭
初
か
ら
雑
学
な
る
も

の
の
内
容

の
最
も
重
要
な
部
分
が
、
代
語
禅
の
否
定
に
あ

っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
代
語
禅
否
定

の
風
潮
が
何
時
ご
ろ
か
ら
表
面
化
し
た
か
は

明
ら
か
で
な
い
。
ま
た
雑
学
事
件
そ
の
も
の
に
も
顕
著
に
見
出
せ
る
よ

う
に
、
憤
斥
す
る
側
も
、
撲
斥
さ
れ
る
側
も
と
も
に
、
彼
ら
の
担
う
禅

の
基
盤
は
中
世
以
来

の
公
案
参
得

の
代
語
禅
に
あ

っ
た
の
で
あ
り
、
他

者
を
断
罪
す
る
論
理
は
そ

の
ま
ま
、
自
己
を
弾
劾
す
る
論
理
で
も
あ

っ

た
。

こ
う
し
た
矛
盾
に
満
ち
た
論
理
も
、
法
度
を
楯
に
し
た
幕
府
権
力

を
背
景
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、

一
方
的
な
論
理
と
し
て
有
効
に
機
能
す

る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
公
案
参
得
の
代
語
禅

の
否
定
と

い
う
こ
と
で
想
起
さ
れ

る
の
は
、
面
山
瑞
方

(
一
六
八
三
-
一
七
六
九
)
に
よ
る
切
紙
批
判
に
と

も
な
う
代
語
禅

の
否
定
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

『
洞
上
室
内
断
棟
棟
非
私

記
』
に
よ
れ
ば
、

た
と
え
ば
、

達
磨
大
師
知
死
期
法
断
紙

面
山
謂
。
此
知
死
期
法
則
道
家
仙
術
者
之
所
行
。
而
非
二仏
法
一也
。
円
悟

禅
師
広
録
有
二破
胎
息
論

責
其
邪
義
叩万
松
従
容
録
中
評
レ之
。
栄
西
興
禅

護
国
論
亦
破
レ之
。
宗
門
中
必
勿
レ用
。
今
断
紙
附
二会
印
呪
一者
。
疑
真
言

僧
之
新
添
也
。
題
二達
磨
大
師
叩証
惑
之
甚
。是
故
附
二之
操
非
刈

(『曹
洞
宗
全
書
』
室
中
、
一
九
七
頁
)

と
い
い
、
さ
ら
に
、

永
平
寺
室
中
断
紙
目
録
並
引

延
享
二
年
乙
丑
夏
。
余
寓
二永
平
寺
之
承
陽
蕎
一
五
十
余
日
。
請
二
室
中
法

宝
一周
覧
。
中
有
二断
紙

一
百
四
十
余
通
幻
逐

一
拝
読
二目
録
三以
備
二後
鑑
叩

皆
是
代
語
者
之
妄
談
僻
説
。
而
無
下
一
補
二於
宗
門
三者
上也
。

(同
上
、
一二

五
-
六
頁
)

と
ま
で
言

っ
て
、
殆
ん
ど
の
切
紙
(
断
紙
(
を

中
世

の
代
語
禅
者
の
妄

談
僻
説
で
あ
る
と
す
る
。
切
紙
資
料
は
諸
種
の
礒
礼
等
の
指
南
の
書
と

し
て
師
か
ら
弟
子
に
伝
授
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
は
さ
ら
に

「
参
」
と

「
大
事
」
(図
示
)
が
付
随
す
る
の
が
通
例
で
、
特
に
参
は
師

弟
の
問
答
体
に
よ
っ
て
切
紙
の
趣
旨
を
追
求
す
る
も
の
で
、
単
な
る
儀

礼
の
指
南
で
は
な
く
、

い
わ
ば

一
礒
礼
が

一
則

の
公
案
と

し

て

扱

わ

れ
、
代
語
に
よ
っ
て
宗
旨
と
し
て
究
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
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意
味
に
お
い
て
も

こ
れ
は
門
参
と
同
様
に
秘
密
伝
授
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
面
山
の
立
場
は
、
雑
学
事
件
の

僧
録
側

の
主
張
を
よ
り
鮮
明
に
示
す
も
の
で
あ

っ
た

と

言

っ
て

も

よ

い
。
も

と
よ
り
面
山

の
主
張
は
宗
旨
の
参
究
と
い
う
立
場
か
ら
出
た
も

の
で
あ
り
、
僧
録
側

の
主
張
は
極
め
て
政
治
的
色
彩

の
濃

い
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
同
じ
根
か
ら
出
た

主
張
で
あ
る
可
能
性
は
大
き
い
。
ま
た
、
切
紙
を
相
対
化
し
て
受
け
止

め
る
立
場
も
す
で
に
戦
国
末
期
頃
に
す
で
に
そ
の
萌
芽
が
見
ら
れ
、
た

と
え
ば

元
亀
元
年

(
一
五
七
〇
)
武
田
氏
の
領
国
内
で
、
信
濃

・
甲
斐

・

上
野

の
六
ケ
寺

の
住
持
が
傘
連
判
に
よ

っ
て
制
定
し
た
法
度

に
は
、
曹

洞
宗
独
自

の
印
可
証
明
書
と
も
言
い
う
る

「
山
居
判
形
」
(「山
居
切
紙
」

と
も
い
い
、
大
事
了
畢
は
認
め
る
が
、
悟
後
の
修
行
を
課
す
る
趣
旨
)
に
つ
い

て
、

こ
れ
だ
け
を
も

っ
て
村
里

の
男
女
を
教
化
し
た
り
法
憧
を
建

て
た

り
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
お
り
(『曹
洞
宗
古
文
書
』
上
、
二
〇
七
頁
)
、

こ
の
立
場
は
寛
永
六
年

(
一
六
二
九
)
の

「
扶
桑
国
中
曹
洞
宗

諸

寺

庵

法
度
之
事
」
に
、

三
、御
朱
印
之
表
相
違
之
於
有
禅
侶
者
、
宗
門
令
擦
罰
其
国
司
へ
理
、
武

家
可
充
行
法
度
井
無
修
行
之
僧
侶
仁
嗣
法
相
続
於
有
之
者
、
其
師
可
為
過

失
、
況
於
其
身
哉
、
殊
仁
山
居
之
判
形
計
二
而
唱
法
証
事
、
違
先
規
之
掟

条
、
若
不
応
慈
旨
輩
者
、
師
弟
共
二
為
永
擬
事

(『興
聖
寺
文
書
』
一
、
一
二
-
三
頁
)

と
受
け
継
が
れ
る
。

と
も
か
く
も
雑
学
事
件
を
通
し
て
否
定
さ
れ
た
宗
旨

の
典
籍

の
一
部

が
、
中
世
以
来
の
伝
統
的
代
語
の
禅
風
を
伝
え
る
テ
キ
ス
ト
で
あ

っ
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
発
生
的
に
も
同
根

の
も
の
を
有
す
る
切

紙
の
相
対
化
と
い
う
風
潮
が
、

い
か
な
る
社
会
的
基
盤
か
ら
起

っ
て
き

た
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
が
、
若
干

の
見
通
し
だ
け
を
最
後

に
述
べ
て
お
く
と
、
ま
ず
切
紙
否
定
の
動
向
や
面
山
の
主
張
は
、
切
紙

伝
授
に
よ
る
中
世
歌
学
を
仏
教
的
附
会
と
迷
蒙

と
し
て
捉
え
反
対
し
た

契
沖

の
立
場
に
も
共
通
し
、
こ
れ
は
あ
る
種
の

「
近
世
的
」
合
理
主
義

と
で
も
言

い
得
る
も

の
で
、
日
用
事
物
の
間
に
応
接
す
る
者
に
と

っ
て

仏
教
は
信
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
山
鹿
素
行
等
の
排
仏
論
な
ど

も
、
同
質

の
も
の
と
見
て
よ
い
。
、近
世
仏
教
の
性
格
に
も
こ
う
し
た
近

世
的
合
理
主
義

の
一
端
が
垣
間
見
ら
れ
、
山
居
判
形
に
よ
る
印
可
は
否

定
さ
れ
、

二
十
年
修
行
に
し
て
江
湖
頭
、

三
十
年
修
行
に
し
て
建
法
憧

と
い
う
、
法
度
通
り
の
紋
切
り
型

の
修
道
体
系
と
な
り
、

こ
う
し
た
年

功
序
列
型
の
人
材
養
成
施
策
が
教
義

に
反
映
す
れ
ば
、
梅
峰
竺
信
や
万

側
道
坦
に
見
ら
れ
る
未
悟
嗣
法

の
問
題
に
行
き
着
く
。
卍
山
道
白

・
面

山
瑞
方
に
代
表
さ
れ
る
近
世
江
戸
宗
学
も
、

こ
う
し
た
延
長
線
上
で
捉

え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
臨
済
宗
の
白
隠
に
よ
る
公
案
禅
の
新
し
い
体

系
化

の
問
題
も
同
時
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
紙
幅

の
関
係

で
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。

<
キ
ー
ワ
ー
ド
>

公
案
禅
、
門
参
、
切
紙
、
法
度

(駒
沢
大
学
助
教
授
)
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